
 

令和 4年  第８回 

 

福岡市城南区選挙管理委員会 

令和 4年 6月 1日(水)  

午前 10時 00分から   

 

１ 議  題 

(1) 選挙人名簿から抹消する者について (議案第 15号) 

(2) 選挙人名簿に登録する者について (議案第 16号) 

(3) 在外選挙人名簿に登録する者について (議案第 17号) 

(4) 選挙人名簿の登録の移替えの延期について (議案第 18号) 

(5) 参議院議員通常選挙における不在者投票のための投票 

用紙及び投票用封筒を郵便等をもって発送を開始する

日について 

(議案第 19号) 

(6) 参議院議員通常選挙における特定国外派遣組織に属す 

る選挙人の不在者投票のための投票用紙及び投票用封

筒を交付又は郵便等をもって発送を開始する日につい

て 

(議案第 20号) 

(7) 参議院議員通常選挙における特例郵便等投票のための 

投票用紙及び投票用封筒を郵便等をもって発送を開始 

する日について 

(議案第 21号) 

(8) 参議院議員通常選挙における不在者投票のための投票 

用紙及び投票用封筒の交付場所について 

(議案第 22号) 

(9) 参議院福岡県選出議員選挙における投票所内の候補者 

の氏名等掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び 

日時について 

(議案第 23号) 

(10)参議院福岡県選出議員選挙における投票所内の候補 

  者の氏名等掲示の掲載順序を定めるくじの方法につい 

  て 

(議案第 24号) 

(11)参議院福岡県選出議員選挙におけるポスター掲示場の

設置場所について 

(議案第 25号) 

(12)不在者投票証明書に使用する電子印用公印について (議案第 26号) 

 

 

 



 

２ そ の 他 

(1) 参議院議員通常選挙の執行計画（案）について 

 

(2) 投票所の投票立会人等の報酬額の改定について 

 

(3) 次回以降の委員会日程について（予定） 

令和 4年 6月 21日(火)   午前 10時 00分から 

令和 4年 6月 22日(水)   午後６時 00分から 

 

 

 本文中の略語表記について 

  法…公職選挙法 

  令…公職選挙法施行令 
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議題 (1) 
議案第 15号 
 
   選挙人名簿から抹消する者について 
 
 
 選挙人名簿から次の者を抹消する。 
 
 
  令和４年６月１日 
 
                   福岡市城南区選挙管理委員会 
                    委 員 長  稲  益  重  樹 
 
１ 抹消する者の数         239人 
  内訳 死亡者           54人 
     市外転出者        185人 
 
２ 抹消する者の氏名等     別紙のとおり 
 
３ 抹消年月日         令和４年６月１日 
 
 
 
 
 
 
 
 
（根拠） 
・議決  公職選挙法第 28条の規定による。 
 
 

○公職選挙法（抜粋） 

 （登録の抹消） 

第 28 条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次

の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならな

い。この場合において、第３号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。 

 (1) 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 
 

 (2) 
＜※１＞

前条第１項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後４箇月

を経過するに至つたとき。 

 (3) 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 

 

＜※1＞法第 27条（要旨） 

 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が選挙権を有しなくなつたこと又

は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちに選挙人名簿にその

旨の表示をしなければならない。
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 （参 考） 

 

 

  抹消の基準日   令和４年６月１日 

 

 

１ 死亡者 

              令和４年５月 31日までに区長から通知を受けた死亡者 

 

２ 市外へ転出後４箇月を経過した者 

              令和４年１月 31日までに市外へ転出した者 

 

３ 抹消の内訳                                           (人) 

区 分 男 女 計 

死亡者 24 30 54 

転出者 101 84 185 

計 125 114 239 
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議題 (2) 
議案第 16号 
 
   選挙人名簿に登録する者について 
 
 
 令和４年６月１日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり選挙人
名簿に登録する。 
 
 
  令和４年６月１日 
 
                  福岡市城南区選挙管理委員会 
                    委 員 長  稲  益  重  樹 
 
１ 登録する者の数    846人 
 
２ 登録する者の氏名等  別紙のとおり 
 
３ 登録年月日      令和４年６月１日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（根拠） 
・議決  公職選挙法第 22条第１項の規定による。 
 
 

○公職選挙法（抜粋） 

 （登録） 

第 22条 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、登録月
＜ ※ １ ＞

の１日現在により、当該

市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日（同日が地方自治法第４条の２第１項の

規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日（以下この項（略）において「地方公共団体の

休日」という。）に当たる場合（当該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われ

る場合において、登録月の１日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日ま

での間にあるときを除く。）には、登録月の１日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日。以

下この項において「通常の登録日」という。）に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市

町村の選挙管理委員会は、天災その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登

録の日を通常の登録日後に変更することができる。 

 

＜※１＞法第 19条第２項（要旨） 
 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年３月、６
月、９月、12月（(略)「登録月」という｡）並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行
うものとする。 
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議題 (3) 
議案第 17号 
 
 

   在外選挙人名簿に登録する者について 
 
 
 在外選挙人名簿に登録される資格を有する者を，次のとおり在外選挙人名簿に登録する。 
 
  令和４年６月１日 
 
                   福岡市城南区選挙管理委員会 
                    委 員 長  稲 益  重 樹 
 

１ 登録する者の数       １人 
 
２ 登録する者の氏名等     別紙のとおり 
 

３ 登録年月日         令和４年６月１日 

 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第 30条の６第１項の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

 （在外選挙人名簿の登録） 

第 30条の６ 市町村の選挙管理委員会は，
＜※１＞

前条第１項の規定による申請をした者が当該市町村 

の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には，遅滞なく，当該申請をした者

を在外選挙人名簿に登録しなければならない。 

 

＜※１＞法第 30条の５第１項（要旨） 
 

 前条第１項
＜※２＞

の規定により在外選挙人名簿に登録される資格を有する者は，最終住所の所在地

の市町村の選挙管理委員会（当該資格を有する者が，いずれの市町村の住民基本台帳にも記録さ

れたことがない者である場合には，申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会）

に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。 

 

＜※２＞法第 30条の４第１項（要旨） 
 在外選挙人名簿の登録は，在外選挙人名簿に登録されていない年齢満18年以上の日本国民で，
領事官の管轄区域内に引き続き３箇月以上住所を有するものについて行う。 
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議題 (4) 
議案第 18号 

 

   選挙人名簿の登録の移替えの延期について 

 

令和４年７月10日執行予定の参議院議員通常選挙に関し、選挙人名簿の登録の移替えを同選挙

の期日後に延期する期間を次のように定める。 

 

令和４年６月１日 

 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 

 移替えを延期する期間 

  令和４年６月７日から令和４年７月10日まで 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法施行令第17条ただし書の規定による。 

 
 

○公職選挙法施行令（抜粋） 

(登録の移替え) 

令第 17 条 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域

内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをし

なければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つたときが次の各号に

掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期する

ことができる。 

(1) 任期満了による選挙にあつては、各選挙につき、その任期が終わる日の前 60日からその

選挙の期日までの期間  



6 

 

議題 (5) 
議案第 19号 

 

   参議院議員通常選挙における不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を郵便等をもっ

て発送を開始する日について 

 

 令和４年７月10日執行予定の参議院議員通常選挙における不在者投票のための投票用紙及び投

票用封筒を郵便等をもって発送を開始する日を次のように定める。 

 

  令和４年６月１日 

 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 

 郵便等をもって発送を開始する日 

  令和４年６月21日 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法施行令第53条第１項、第59条の４第４項、第65条の13第１項による読替

後の第53条第１項の規定による。 
 

○公職選挙法施行令（抜粋） 

 (投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付) 

第 53条 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第 50条
＜ ※ １ ＞

第１項、 第２項
＜ ※ ２ ＞

又は 第４項
＜ ※ ３ ＞

の規定に

よつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、その選挙に用いるべき選挙人名

簿又はその抄本と対照して、その請求をした選挙人が選挙の当日法 第 48条
＜ ※ ４ ＞

の２第１項各号に掲

げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又

は発送について、直ちに（郵便等をもつて発送するときは、当該公示又は告示の日以前において

市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに）次に掲げる措置をとらなければならない。  

 (1) 第 50条
＜ ※ １ ＞

第１項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、選挙人に直接に交付し、

又は郵便等をもつて発送する。 

 (2) 第 50条
＜ ※ ２ ＞

第２項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、選挙人に直接に交付す

る。 

 (3) 第 50条
＜ ※ ３ ＞

第４項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者

投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。 

＜※１＞令第 50条第１項（要旨） 

 登録されている市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホ

ーム、原子爆弾被爆者養護ホー厶、国立保養所、身体障害者更生援護施設、保護施設、労災リハ
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ビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、警察留置場、少年院若しくは婦人補導院に

おいて投票をしようとするものは、選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の

属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもつて、投票用紙及び

投票用封筒の交付を請求することができる。  

 

＜※２＞令第 50条第２項（要旨） 

 現に当該選挙の選挙権を有しないものは、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選

挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができ

る。  

 

＜※３＞令第 50条第４項（要旨） 

 不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホー厶の

長、国立保養所の所長、身体障害者更生援護施設若しくは保護施設の長、労災リハビリテーショ

ン作業所の長、刑事施設の長、警察留置場の留置業務管理者、少年院の長又は婦人補導院の長

は、当該船舶、病院、老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホー厶、国立保養所、身体障害者更生援

護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、警察留置場、

少年院又は婦人補導院にあるべき選挙人の依頼があつた場合においては、自ら又はその代理人に

よつて、これらの選挙人に代わつて、選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもつて投票用紙及

び投票用封筒の交付を請求することができる。  

 

＜※４＞法第 48条の２第１項各号（要旨） 

１号 仕事や学校がある人、本人又は親族の冠婚葬祭がある人 

２号 買い物や旅行・レジャーなどで、投票区外に出かける人 

３号 病気や出産、体が不自由などにより歩行するのが困難な人 

４号 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域(西区小呂島)に居住・滞在する人 

５号 区外に転居している人 

 

（郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付） 

第 59条の４（要旨） 

４ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用

封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して、

その請求をした選挙人が身体に重度の障がいがあり投票日に投票に行けない選挙人に該当すると

認めたときは、直ちに（選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙

の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに）投票用

紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。 

 

第 65条の 13（要旨） 

  在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票

をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる

規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

※上記により令第 53条第１項の「選挙人名簿」を「在外選挙人名簿」に読み替え。  
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議題 (6) 
議案第 20号 

 

 

   参議院議員通常選挙における特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票のための投票

用紙及び投票用封筒を交付又は郵便等をもって発送を開始する日について 

 

 令和４年７月10日執行予定の参議院議員通常選挙における特定国外派遣組織に属する選挙人の

不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を交付又は郵便等をもって発送を開始する日を次の

ように定める。 

 

  令和４年６月１日 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 

 交付又は郵便等をもって発送を開始する日 

  令和４年６月20日 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法施行令第59条の５の４第７項の規定による。 
 
 

○公職選挙法施行令（抜粋） 

 (特定国外派遣隊員の不在者投票の特例) 

第 59条の５の４ 

７ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第５項
＜ ※ １ ＞

の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付

の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべ

き選挙人名簿又はその抄本と対照して(中略)、当該特定国外派遣隊員が選挙の当日法 第 48条
＜  ※  ２  ＞

の

２第１項第１号に掲げる事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当該

選挙の種類を記入し、直ちに(中略)、第５項
＜ ※ １ ＞

の規定による請求をした特定国外派遣組織の長又

はその代理人に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならな

い。この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特定国外派遣隊員の選

挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票

用封筒を交付した旨を記入しなければならない。 

＜※１＞令第 59条の５の４第５項（要旨） 

 第１項
＜ ※ ３ ＞

の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、選挙の期日前３日までに、当該特定国外派

遣隊員が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票用

紙及び投票用封筒の交付を請求しなければならない。 
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＜※２＞法第 48条の２第１項第１号（要旨） 

仕事や学校がある人、本人又は親族の冠婚葬祭がある人 

 

＜※３＞令第 59条の５の４第１項（要旨） 

 特定国外派遣隊員は、選挙の期日前５日までに、当該特定国外派遣組織の長に対し、当該特

定国外派遣組織が滞在する施設又は区域内で投票をしようとする旨の申出をすることができ

る。 
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議題 (7) 
議案第 21号 

 

 

   参議院議員通常選挙における特例郵便等投票のための投票用紙及び投票用封筒を郵便等を

もって発送を開始する日について 

 

 令和４年７月10日執行予定の参議院議員通常選挙における特例郵便等投票のための投票用紙及

び投票用封筒を郵便等をもって発送を開始する日を次のように定める。 

 

  令和４年６月１日 

 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 

 郵便等をもって発送を開始する日 

  令和４年６月21日 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第１条第 

３項の規定による。 

 
 

○特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令（抜粋） 

第１条第３項 

市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受け

た場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しく

はその抄本と対照して、その請求をした選挙人が特定患者等選挙人に該当し、かつ、法第三条第

二項本文に規定するときに該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入

し、直ちに投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもって発送しなければならない。こ

の場合において、前項の規定により選挙人名簿登録証明書、南極選挙人証又は在外選挙人証の提

示を受けたときは、当該選挙人名簿登録証明書、南極選挙人証又は在外選挙人証に、当該選挙の

種類及び期日並びに当該選挙の特例郵便等投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入し

なければならない。  
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議題 (8) 
議案第 22号 

 

   参議院議員通常選挙における不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒の交付場所につ

いて 

 

 令和４年７月10日執行予定の参議院議員通常選挙における不在者投票のための投票用紙及び投

票用封筒の交付場所を次のように定め、告示する。 

 

  令和４年６月１日 

 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 

 福岡市城南区鳥飼六丁目１番１号 

  福岡市城南区選挙管理委員会事務局 

 

 

 

 

 

（根拠） 
 ・議決  公職選挙法第 49条の規定による。 
 
 
○公職選挙法（抜粋） 
 (不在者投票) 
第 49条 
  前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、
第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四
十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所にお
いて、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により
行わせることができる。 
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議題 (9) 
議案第 23号 

 

 

   参議院福岡県選出議員選挙における投票所内の候補者の氏名等掲示の掲載順序を定めるく

じを行う場所及び日時について 

 

 令和４年７月10日執行予定の参議院福岡県選出議員選挙における城南区の投票所内の候補者の

氏名等掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を次のように定め、告示する。 

 

  令和４年６月１日 

 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 

１ 場所 福岡市城南区鳥飼六丁目１番１号 

      福岡市城南区選挙管理委員会事務局  

２ 日時 令和４年６月22日 午後６時から 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第175条第３項の規定による。 

告示  公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体 

    の政治活動に関する規程（昭和30年福岡県選挙管理委員会規程第41号）第35条 

第３項の規定による。 

 
 

○公職選挙法（抜粋） 

 (投票記載所の氏名等の掲示) 

第175条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙につき、その選挙の当日、投票所内の投票の記載を

する場所その他適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別の掲示をしなければならない。 

２ （略） 

３ 第１項の掲示の掲載の順序は、参議院（比例代表選出）議員の選挙にあつては都道府県の選

挙管理委員会が都道府県ごとに、その他の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が開票区ごと

に、当該選挙の公示又は告示があつた日において行うくじで定める順序による。 

 

○選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程（抜粋） 

第35条  

３ 市町村の委員会は、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙

につき、法第175条第３項の規定により行うくじの実施場所及び日時を、あらかじめ告示しなけれ

ばならない。 
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議題 (10) 

議案第 24号 

 

   参議院福岡県選出議員選挙における投票所内の候補者の氏名等掲示の掲載順序を定めるく

じの方法について 

 

 令和４年７月10日執行予定の参議院福岡県選出議員選挙における城南区の投票所内の候補者の

氏名等掲示の掲載順序を定めるくじの方法を次のように定める。 

 

  令和４年６月１日 

 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 

１ 掲載順序は、くじにより定まった順に右端から順次左に行う。 

  ただし、２段以上設けた場合は、右上欄から右下欄の順に、順次左に行うものとする。 

２ くじの方法は、次のとおりとする。 

 (1) 候補者届出番号を候補者の固有番号とする。 

 (2) くじは候補者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒を用い、くじ箱から最初に取り 

  出されたくじ棒に記載された数値に符号する固有番号の候補者を掲載順序の第１とし、 

  ２番目に取り出されたくじ棒に記載された数値に符号する固有番号の候補者を第２と 

  する。 

   以下、順次くじを行い、くじ棒が取り出された順序を当該くじ棒に記載された数値に  

符合する固有番号の候補者の掲載順序とする。 

 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・議決  公職選挙法第175条第３項の規定による。 

 
○公職選挙法（抜粋） 
 (投票記載所の氏名等の掲示) 
第 175条 
  ※ 議案第 22号を参照 

  



14 

 

議題 (11) 
議案第 25号 

 

参議院福岡県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置場所について 

 

 令和４年７月10日執行予定の参議院福岡県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置場所を

次のように定め、告示する。 

 

  令和４年６月１日 

 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 
ポスター掲示場の設置場所 
 別紙のとおり 

 

（根拠） 

 ・議決及び告示  公職選挙法第144条の２の規定による。 

 

○公職選挙法（抜粋） 

 （ポスター掲示場） 

第144条の２ 衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員又は都道府県知事の選挙

においては、市町村の選挙管理委員会は、 第143条
＜  ※ １  ＞

第１項第５号のポスターの掲示場を設けなけ

ればならない。 

２ 前項の掲示場の総数は、１投票区につき５箇所以上10箇所以内において、政令で定めるとこ

ろにより算定する。 

３ 第１項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、 

 公衆の見やすい場所に設置する。 

４ 市町村の選挙管理委員会は、第１項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設 

 置場所を告示しなければならない。 

５ （略） 

６ （略） 

７ 前各項に規定するもののほか、第１項の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポス 

 ターの掲示に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。 

８～10（略） 

＜※１＞法第143条第１項（要旨） 

 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもののほかは、掲示す

ることができない。 

１号から４号 選挙事務所を表示するために使用するポスター類、選挙運動のために使用される

自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター類、公職の候補者が使用するたすき類、演説会場

において使用するポスター類、個人演説会告知用ポスター 

５号 選挙運動のために使用するポスター 
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議題 (12) 
議案第 26号 

 

   不在者投票証明書に使用する電子印用公印について 

 

 福岡市区選挙管理委員会規程第27条の規定に基づき、令和４年６月16日以後、次のように使用

する電子印について、次のように告示する。 

 

  令和４年６月１日 

                   福岡市城南区選挙管理委員会 

                    委 員 長  稲  益  重  樹 

 

 

 

電子印使用文書の名称 書体 形状 大きさ ひ な 形 用  途 

不 在 者 投 票 証 明 書 てん書 正方形 
2 0 ミ リ 

メ ー ト ル 

 

不在者投票

証 明 書 用 

 

 

（根拠） 

 ・議決及び告示  福岡市区選挙管理委員会規程第27条、福岡市公印規則第９条の２ 

第１項及び第３項による。 

 

 

○福岡市区選挙管理委員会規程（抜粋） 

 (公印の取扱い) 

第27条 前条に定めるもののほか公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。 

 

○福岡市公印規則（抜粋） 

（電子印） 

第９条の２ 市、市長、区長又は福祉事務所長に係る公印を使用すべき文書で、市長が必要と認

めたものについては、第６条に規定する公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影

又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの（以下「電子印」という。）を使用することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により電子印を使用した文書（以下「電子印使用文書」という。）及び

電子印用公印の名称並びに電子印のひな形、形状、大きさ及び用途をあらかじめ告示するものと

する。 

 

福岡市城南

区 選 挙 管 

理 委 員 会 

委 員 長 


